
ー子どもたちの笑顔を守るためにー

美作大学 小坂田 稔

地域共生社会と
重層的支援体制整備事業

1. 現在の地域生活問題・ニーズの特徴

様々な制度の狭間の問題の出現

地域生活ニーズの多様化・複雑化・重複化

特に「社会的孤立」の問題は重要課題
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① 意識の壁

② 情報の壁

③ 制度・サービスの壁
・・ニーズは潜在化し、問題は深刻化・複雑化・複合
化していく。

2.問題を深刻化、複雑化、複合化させ「３つの壁」
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このような人々が、様々な地域生活課題を抱えながらも、住み慣れ

た地域でいきいきと暮らしていける「地域共生社会」の実現に向け

た取り組みが必要。

そのためには・・・

地域住民とともに従来の福祉、医療、保健、介護の連携にとどま

らず、雇用・就労、司法、住宅、交通、産業(商・工・農など)、教育、

文化・芸術、スポーツ、まちづくりなどの多分野の 連携・協働・協創、

そして、地域とのつながりづくりが必要となります。

3. これからの地域・暮らしづくりの方向
—地域共生社会実現をめざして

(1)「骨太の方針2016」(28年6月 閣議決定)
「障害者、難病患者、がん患者等も、それぞれの希望や能力、
障害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる社会を目指し、
就労支援及び職場定着支援、治療と職業生活の両立支援、障
害者の文化芸術活動の振興等を進め、社会参加や自立を促進
していく。
全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地
域共生社会を実現する。このため、支え手側と受け手側に分
かれるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合いな
がら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福
祉などの公的サービスと協働して助け合いながら暮らすこと
のできる仕組みを構築する。 」
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(1)岡山県の世帯員数の減少(核家族化の進行)及びひとり親世帯の譲許

4. 子どもたちを取り巻く状況.  

-4-



2021(令和3)年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっており、
「相対 的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.4%となっている。
また、「子どもの貧困率」(17 歳以下)は 11.5%となっている。「子どもがいる現
役世帯」の世帯員につい てみると、10.6%となっており、そのうち「大人が一
人」の世帯員で は 44.5%、「大人が二人以上」の世帯員では 8.6%となっている。

出所:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

(2)生活困窮世帯の子どもの増加ー相対的貧困の進行
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ヤングケアラー(Young Carers)とは

「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常

的に行っているこどものこと」(厚労省)

「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責

任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなど

を行っている、18歳未満の子どものこと」 (日本ケアラー連盟)

英：18歳以上をヤング・アダルト・ケアラー

(3)ヤングケアラーの子どもたちを取り巻く状況
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小学生で約15人に１人(6.5%)
中学生で約17人に１人（5.7％）
高校生で約24人に１人（4.1％）
大学生で約16人に１人(6.2%)

がヤングケアラー・若者ケアラーの可能性があることがわかっ

た。これはクラスに1人～2人はヤングケアラー・若者ケアラーが

いるということになる。

１人〜2人１人〜2人

1)ヤングケアラーの数

□美作大学学生実態調査結果より
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2)ケアを始めた年齢

◎小学校4年生頃から始まるケアの日々

3)ケアの頻度

◎ 1日7時間以上を世話に費やしている生徒が1割を超えていた。
平均でみると、中学2年生は4.0時間、全日制高校2年生は3.8時
間
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4)ケアによる子どもたちへの生活上の影響
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(1)誰かに相談した経験の有無

ない

67.7%
ある

21.6%

◎相談した経験が「ある」中高生の相談相手

「家族(父、母、祖父、祖母、きょうだい)」の割合が最も高く、次いで
「友人」が高い。「学校の先生(保健の先生以外)」や「スクールソー
シャルワーカーやスクールカウンセラー」は1割前後と少ない。

5) 相談にしないヤングケアラーの背景ー潜在化する生活ニーズ

美作大学生の場合
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6)相談しない理由と3つの壁

4)ケアラー中高生が、学校や大人に助けてほしいこと(複数回答)
◎「特にない」が約4割で最も高い。それ以外では「学校の勉強や受験勉
強など学習のサポート」、「自由に使える時間がほしい」が高い。
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ケアラー相談窓口を設置したが ・・・・・・

神戸市役所ホームページより

「信頼関係のない人がいきなり質問すると、必ず『大丈夫
です』との答えが。『大丈夫です』は最大の拒否の言葉で
す。」埼玉県 60代〈中高生を支援〉

「もう少し大人はしっかり聞いて、待ってもらいたい。ヤング
ケアラーの子どもたちは、『この人は聞いてくれる』と安心し
たり信頼したりする段階があって、そこから初めて相談にな
るんです。いきなり『相談してね』というのはハードルを飛び
越えすぎています」
（一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事 持田
恭子さん）

出所:さいたま市ヤングケアラーフォーラム「SOSを見逃さないために」(2021年11月)
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5.「地域共生社会」の実現向けて始まる取り組み
(1) の重層的支援体制の構築

2025年に向けて始まることと
は

〇 各条項の概要は以下の通り。
法第4条1項(令和2年(2020)年改正で規定) 
地域福祉の推進は、地域住民同士が互いに尊重し合い、一人ひとりが望む 方法で地域や
社会に参加をする「共生する社会」の実現を目指すものとして、 その理念などを明確化。
法第4条2項(平成 12 年(2000 年)改正で規定) 
地域住民を、社会福祉事業者及びボランティア等を行う者と連携・協力し て、地域福祉の
推進に努める主体として位置付け。
法第4第3項(平成 29 年(2017 年)の改正で規定) 
地域住民、社会福祉の事業者等は、本人だけでなく世帯全体に着目し、分野を限定せず地
域生活課題を把握するとともに、関係機関と連携し、課題の 解決を図るよう特に留意する旨
を定め、地域福祉の推進の理念を明確化。
法第 106 条の3(平成 29 年(2017 年)の改正で規定) 
市町村による、包括的な支援体制の整備を努力義務として規定。
法第 106 条の4(令和2年(2020 年)の改正で規定) 
法第 106 条の3第1項に規定する市町村の努力義務の具体化の一手法としての重層的支
援事業の創設。 26

(2) 社会福祉法改正と重層的支援体制
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「断らない相談支援」＋「断られても諦めない相談支援」
求められる高い専門性 ジェネラリスト・ソーシャルワーカー
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(2)専門相談窓口(こども・若者ケアラー支援担当課)の設置
(神戸市)
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□小地域ケア会議とは・・地域づくりのプラットホーム
■暮らしに身近な「福祉区圏域【小学校区・旧村エリア等】」で、地域の
福祉課題について地域住民と行政担当者や専門職等が一緒に問題の解決に
向けて話し合い、知恵を出し合い協働して取組みその地域における「地域
福祉の向上」を図っていく。 さらに、
援助を必要とする（またはそのおそれがある）人の自立支援に向けた各種
の公的サービスと圏域内にあるインフォーマル活動を含めた効果的なサー
ビス提供その包括的なケア体制を総合的に調整・推進していくことにある。

■ 問題の解決に向けて取り組み、お互い様の意識を育て合いながら、誰もが、
住み慣れた地域で安心して、いきいきと暮らして行けるための活動を推進
していくことにある。

■ 地域の様々な福祉課題について、地域住民と行政担当者や専門職等が一緒に
なって話し合い、知恵を出し合う場(プラットホーム)

地域共生社会の実現には「小地域ケア会議」は不可欠
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複合化した課題を抱える個人や世帯に対する支援や「制度の狭間」の
問題など、既存制度による解決困難な課題の解決を図り、地域共生社
会の実現を目指して、地域住民による支え合いと公的支援が連動した、
包括的な相談支援体制の構築など、社会福祉法が改正された。

6. 改定社会福祉法がめざすこと
(1)真の「地域共生社会」をめざして

①地域福祉の推進(第1条)
̶社会福祉法に「地域福祉の推進」の明記

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本
事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービ
スの利用者の利益保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」
という)の推進を図る・・ことを目的とする。
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②住民との連携による地域福祉の推進(第4条)
第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、
参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない 。

「地域住民」の位置付けの変化
◆社会福祉事業法における「地域住民」の位置付け

「国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経

営する者は、(略)地域住民等の理解と協力を得るように努め

なければならない。」（社会福祉事業法第3条の2）

➱社会福祉事業に対する「理解者」「協力者」(「客体」「観
客」としての位置付け )

地「参」・地「笑」
ちさん ちしょう
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第106条の4 市町村は、地域生活課題の解決に資する
包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に
掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところによ
り、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲
げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業
を一体のものとして実施することにより、地域生活課
題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並
びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

(重層的支援体制整備事業)
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(1)児童福祉法改正と子ども支援
(子どもは未来の希望である)
第一章 総則
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並
びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野にお
いて、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優
先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負
う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する
責任を負う。
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理
は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

7. 子どもに関する法律の制定と子ども支援

(2)子ども基本法(令和5年4月1日)
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(3)「子どもの権利条約」が示す子どもの権利

(4)求められる本人や家族の意思決定支援

出所:厚生労働省「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」
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8. おわりに
〜オードリ・ヘップバーンの訴えたこと

「私たちには２本の手がある。一本は自分のために、そして1本

は他人のために使う手が。

どうか、立ち上がり、その手を差し伸べて

下さい。なぜなら彼らは子どもたちなの

ですから。」

「愛とは行動です。言葉だけではだめなの

です。」
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